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研究成果の概要（和文）：　大規模な組織犯罪の指導者処罰について、ICCはJCE概念を採用せず、代わってコン
トロール理論を採用した。一方、ICC規程の侵略犯罪の定義は、国家による侵略行為を前提としつつ「国の政治
的又は軍事的行動を実効的に支配又は指揮する地位にある者」を侵略犯罪の正犯としている。そこで、侵略犯罪
の処罰にこそコントロール理論が不可欠なのではないかという問いに答えるべく研究を行った。
　具体的には、JCE概念とコントロール理論に関する最新判例の検討、ICCの判事などへのインタビューおよび
ICCの尾崎判事などを招いての研究会開催を行った。以上の研究は、『国際犯罪の指導者処罰』という単著で公
表する予定である。

研究成果の概要（英文）：  According to the definition of Crime of Aggression in the Article 8 bis of
 the ICC Statute, “crime of aggression” means “the planning… of an act of aggression” by a 
State and the subject of Crime of Aggression is “a person in a position effectively to exercise 
control over or to direct the political or military action of a state.” The ICC is using the 
Control Theory rather than the concept of JCE. Hence, I carried out this research to answer the 
question: can the "Control Theory" delimitate the commission of "Crime of Aggression"?
  Specifically, I examined the latest judgements of the ICTY and the ICC using the concept of JCE 
and the control theory respectively, as well as hosting research meetings attended by Judge Ozaki 
from the ICC and other researchers, in addition to conducting interviews with experts in Den Hague 
and Nuremberg.My research will be presented through my single-authored publication, "Punishment of 
Leaders of International Crimes."

研究分野： 国際法

キーワード： 侵略犯罪　国際刑事裁判所　平和に対する罪　Control Theory　犯罪共同実体(JCE)
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令和

研究成果の学術的意義や社会的意義
　近年の武力紛争の特徴の一つとして、傭兵集団や民兵などの不正規兵が戦闘主体となる場合が増えていること
が挙げられる。そのため、不正規兵を使って侵略行為が行われた場合の指導者をICCの「侵略犯罪」規定により
適切に処罰することの必要性は大きい。
　この点、当該処罰範囲が広範または不明確であれば、ICCによる「侵略犯罪」規定に対する信頼とその批准は
得られない。そこで、その処罰理論として「コントロール」理論を採用することにより「侵略犯罪」の処罰範囲
を適切に限定する可能性と課題を明らかにした本研究の成果には、ICCの「侵略犯罪」規定への信頼とその批准
を得るという大きな学術的意義と社会的意義があるといえる。

※科研費による研究は、研究者の自覚と責任において実施するものです。そのため、研究の実施や研究成果の公表等に
ついては、国の要請等に基づくものではなく、その研究成果に関する見解や責任は、研究者個人に帰属します。



様 式 Ｃ－１９、Ｆ－１９－１、Ｚ－１９（共通） 
 
 
１．研究開始当初の背景 
(1)「侵略犯罪」の処罰において責任を問われるべき「指導者」とは、どのような者たちか、第二
次世界大戦後の「平和に対する罪」の処罰以降、国際社会は試行錯誤を続けてきた。この点、1998
年には初めて常設の国際刑事裁判所（ICC）が設立され、それから 10 年以上の激しい議論を経
て、ようやく 2010 年に「侵略犯罪」の定義が合意された。それでもなお、そこで規定された「指
導者」要件などをめぐり激しい議論が続いていた。 
ここで、侵略行為を含む武力紛争の現代的特徴の一つとして、傭兵集団や民兵などの不正規兵

が戦闘主体となる場合が増えていることが挙げられる。そのため、不正規兵を使って侵略行為が
行われた場合の「指導者」を ICC の「侵略犯罪」規定により適切に処罰することの必要性が、
21 世紀にはいってますます大きくなってきていた。 
ところが、実際には、ICC の「侵略犯罪」規定を信頼せず、批准することに躊躇している国も

多く、日本もそのような国の一つであった。これは、当該処罰範囲が広範または不明確なのでは
ないかという疑問が大きかったため、ICC の「侵略犯罪」規定に対する信頼とその批准が得られ
ていなかったからだと考えられる。 
 
(2)一方、国際刑事裁判所（ICC）は、「民族浄化」など大規模な組織犯罪の場合に、直接手を下
していない「指導者」を正犯として訴追、処罰する場合には、いわゆる「コントロール」理論を
採用した。この「コントロール」理論とは、直接犯罪行為を行った者を含む組織をコントロール
した「指導者」に対して正犯責任を科す理論である。この点、ICTY と ICTR では、「共同犯罪
実体（JCE : Joint Criminal Enterprise)」という概念を用いて、「指導者」と直接手を下した者
とが同じ JCE に属する場合は、共謀があろうとなかろうと、その「指導者」が「人道に対する
罪」などを実行したものと解釈した。確かに、民族浄化など大規模な組織犯罪の場合、「指導者」
は組織の末端で直接手を下した者たちの行為を知ることができず、また防止できるとはいえな
い状況にあることも多い。それゆえ、そのような防止できる状況を前提とする上官責任を指導者
に課すことはできず、ICTY と ICTR では JCE 概念を用いて大規模な組織犯罪の「指導者」を
処罰したのである。しかし、「共謀がなくとも正犯責任を科すという JCE 概念は、他人の負うべ
き責任まで負わせるもので、個人責任主義に反するのではないか」との批判が絶えなかった。そ
こで、ICC は、大規模な組織犯罪について直接手を下していない「指導者」を正犯として訴追、
処罰する場合には、JCE 概念を採用せず代わっていわゆる「コントロール」理論を採用したの
である。 
 
(3)このような状況において、本研究は開始された。その際、本研究の研究代表者は、「コントロ
ール」理論が大規模な組織犯罪について「正犯とされるべき指導者」とそうでない者とを切り分
けることのできる画期的なものであると理解して、かかる「コントロール」理論を「侵略犯罪」
という「国家の侵略行為を前提とする巨大な組織犯罪」の「指導者」処罰の理論的分析に用いた
のである。 
 
 
２．研究の目的 
(1)個人責任主義に照らして限界がある JCE 概念を、常設で設立された国際刑事裁判所（ICC）
は採用せず、代わって、「民族浄化」など大規模な組織犯罪について直接手を下していない「指
導者」を正犯として訴追、処罰する場合には、いわゆる「コントロール」理論を採用した。ただ
し、「コントロール」理論も直接犯罪行為を行った者の処罰を出発点とする理論ではなく、直接
犯罪行為を行った者を含む組織をコントロールした「指導者」に対して正犯責任を科す理論であ
る。そのため、「コントロール」理論に対しても「他人の負うべき責任まで負わせるもので、個
人責任主義に反するのではないか」との強い批判が加えられた。そこで本研究の目的は、まず、
「コントロール」理論の問題点と意義について明らかにすることであった。 
 
(2)一方、ICC 規程の「侵略犯罪」の定義は、国家による侵略行為を前提としつつ、「国の政治的
又は軍事的行動を実効的に支配又は指揮する地位にある者」が国家に侵略行為を行わせた場合
に、その「指導者」を「侵略犯罪」の正犯としている。この点について、侵略行為を行うのは国
家であって個人ではないことから、個人の実行行為を出発点とする国内法的な発想でこの定義
を解釈すると、侵略行為を行った国家の罪を個人が代わって負わされる、という解釈になる危険
性が高い。やはり、「指導者」個人を「侵略犯罪」の正犯とすることの法的正当性を示すには、
独自の理論が必要である。この観点からは、「侵略犯罪」の処罰にこそ、大規模な組織犯罪をコ
ントロールした者を正犯とするという ICC の「コントロール」理論が不可欠となるのではない
か、という「問い」が生まれる。というのも、国家をコントロールする「指導者」は、そのコン
トロール下にある国家の侵略行為をやめさせることができたはずなのにそれをしなかったとい
うことが、「侵略犯罪」において責任者個人を正犯として処罰することの根拠となるのではない



か、と考えられるからである。そこで、この「問い」に答えることが本研究の最大の目的であり、
「コントロール」基準を「侵略犯罪」という「国家の侵略行為を前提とする巨大な組織犯罪」の
「指導者」処罰の範囲画定に用いることによって、その範囲を適切に限定できる可能性はあるの
か、また、その可能性があるすれば、残された課題は何か、を明らかにすることがその目的であ
った。 
 
(3)最後に、このような「コントロール」基準を「侵略犯罪」の「指導者」処罰の範囲画定に用い
ることの可能性と課題を明らかにするという目的を達成することにより、日本を含む諸国の ICC
の「侵略犯罪」規定に対する信頼を得て、その批准を促すことも本研究の目的であった。 
 
 
３．研究の方法 
(1)本研究では、右の研究計画
図に沿って、「侵略犯罪」にお
ける「指導者」要件について、
ICC がルバンガ事件確定判決
などで採用した「コントロー
ル」理論に照らしつつ、判例
などの一次資料の分析と、関
連する学説などの二次資料の
分析を行った。 
 
(2)初年度は、第一に、ハーグ
（オランダ）とニュルンベル
グ（ドイツ）に調査に行った。
具体的には、まず、ICC に行
き、スーダンのバシル大統領
の事件について、公判を傍聴
した。次に、ICC の赤根判事、
ICC でンタガンダ事件を審理されていた尾崎判事および ICC のリーガル・アシスタントのジャ
グリン氏とのインタビューを行った。次に、ニュルンベルグ裁判記念館に行って見学をし、同記
念館の責任者のミックス氏にインタビューを行った。最後に、フリードリヒ・アレキサンダー大
学に行き、同大学のザッファリング教授へのインタビューを行った。 
一方、国内では、「コントロール」理論の意義と問題点につき、「犯罪共同実体」と比較検討す

るために、「犯罪共同実体」についての重要な最新判例であるカラジッチ事件とムラジッチ事件
の ICTY 第一審裁判所判決について、「コントロール」理論に照らして再検討した。 
 
(3)2 年目は、まず、極東国際軍事裁判およびニュルンベルグ国際軍事裁判の資料を、国立国会図
書館にて調査し、収集した。次に、私の本務校である神戸学院大学に、ICC の尾崎判事をはじめ
とする国際刑事法の研究者を招いて研究会を開き、尾崎判事にンタガンダ事件第一審判決につ
いてのご報告をいただき、議論を行った。最後に、「侵略犯罪」のアクティベート決議をめぐる
問題点を検討するために、上記研究会において越智萌氏にご報告いただき、議論を行った。 
 
(4)最終年度にあたる 3 年目は、国家による侵略行為を「指導者」が行わせた場合に、その「指
導者」を正犯として処罰すると同時に侵略行為を行った国家にも責任を問えるのか、国際法上の
犯罪に対する国家と個人の責任の二重追及の可能性を検討した。その検討を行うために、ICC の
尾崎判事をはじめとする国際刑事法の研究者を招いて研究会を開き、一橋大学の竹村仁美先生
に「ジェノサイド条約適用事件（ガンビア対ミャンマー）に見る国際法上の犯罪に対する国家と
個人の義務の二重性と責任の二重追及の可能性：ジェノサイドの訴追・処罰の義務と防止の義務」
という論題でご報告していただき、議論した。他方、上記のような場合も含めて、ICC による処
罰がどこまで積極的に行えるのかを検討するために、中澤祐香氏に「積極的補完性の再検討」と
いう論題でご報告いただき、議論した。 
 
 
４．研究成果 
(1) まず、ICC に行き、スーダンのバシル大統領の事件について、公判を傍聴したことにより、
国家という最も大規模な組織を利用した犯罪の場合でも、ICC は、直接手を下していない「指導
者」を正犯として訴追、処罰しようとしているという実態を確認できた。その成果として、ICC
が国家の侵略行為を前提とする「侵略犯罪」の「指導者」を処罰するために必要な理論に関する
本研究の社会的意義が裏付けられた。 
次に、ICC に赴任されたばかりの赤根判事、当時 ICC でンタガンダ事件を審理中だった尾崎

判事および ICC のリーガル・アシスタントのジャグリン氏とのインタビューを行い、下記のよ



うな ICC 判例の意義と問題点について、現場の実務家の意見を聞かせていただいた。その判例
とは、第一に、大規模な組織犯罪について、ICC 規程第 28 条（a）上の上官責任に基づき直接
手を下していない「指導者」を正犯として訴追したベンバ事件判決であり、第二に、「コントロ
ール」理論を初めて採用したルバンガ事件判決とそれに続くカタンガとングジョロ事件判決で
あった。これにより、国際刑事裁判所の実行上、以下の四点が明らかになったことが分かった。
すなわち、第一に、ベンバ事件第一審判決では有罪判決が下されたにもかかわらず、上訴審判決
ではこれを覆して上官責任が認められなかったことからみても、大規模な紛争における組織犯
罪の「指導者」に対して ICC が上官責任を科すことは極めて困難であること、第二に、そのよ
うな犯罪の「指導者」に対して ICC は「コントロール」理論が採用されていくことになるであ
ろうこと、第三に、バシル大統領事件のような事例において、正犯に該当するといえるのかどう
かを判断するには犯罪結果と行為の要件について様々な要素を総合的に考慮することで判断し
なければならないと考えられるところ、「どのような要素を、どの程度考慮するのか」という点
を明らかにすることこそが今後の ICC における最大の課題の一つにほかならないこと、第四に、
カタンガとングジョロ事件判決で提示された類型の「コントロール」理論に基づく間接的共同実
行概念は認められない、と考えられることが明らかになったのである。 
最後に、ニュルンベルグ裁判記念館に行って見学をし、同記念館の責任者のミックス氏にイン

タビューを行い、さらに、フリードリヒ・アレキサンダー大学に行き、同大学のザッファリング
教授へのインタビューを行ったことにより、「侵略犯罪」の前身たる「平和に対する罪」の処罰
に関して、適切な範囲に限定されていたかどうか、大きな疑問が残っていることが確認できた。
この研究成果は、「A Historical Survey of Aggression as an International Crime」という論文
にまとめて『神戸学院法学』第 47 巻第 4 号に投稿し、掲載された。 
 
(2)初年度から 2 年度にかけては、「犯罪共同実体」についての重要な最新判例であるカラジッチ
事件とムラジッチ事件の ICTY 第一審裁判所判決について「コントロール」理論に照らして再検
討し、「コントロール」基準と「犯罪共同実体」に関する基準とを比較検討した。これにより、
以下のことが明らかになった。すなわち、ICTY 規程には ICC 規程第 25 条 3 項（a）号および
（d）号のような根拠条文がないため、慣習国際法上犯罪を「実行した」といえる場合にしか ICTY
は正犯処罰ができない。そのため、ICTY は、個人責任主義に反するのではないかという批判を
受けながらも、「共同犯罪実体」概念に固執し、カラジッチ事件第一審判決においてもムラジッ
チ事件第一審判決においても同概念に基づいて有罪判決が下され、カラジッチには禁錮 40 年の
刑が科され、ムラジッチには終身刑が科された。この判例につき「コントロール」理論に照らし
て再検討したところ、個人責任主義に反しないためには、「コントロール」基準と同様、「共同犯
罪実体」概念は以下の二点で限定する必要があることがわかった。すなわち、第一に、「指導者」
の「共通の目的」への寄与がなければ犯罪の因果の流れが断たれてしまうだけの不可欠性を有し
ている場合のみに同概念を限定する必要があり、第二に、犯罪を「通常の成り行きにおいて」生
じさせるだけの危険性が「指導者」の行為にあるにもかかわらず、「あえて犯罪実行の危険をお
かした」場合に同概念を限定する必要があるとわかったのである。しかし、これらの二点につき、
カラジッチ事件第一審判決もムラジッチ事件第一審判決も限定基準が明示されてはおらず、カ
ラジッチに終身刑を科した MICT 上訴審判決も明示していない。そのため、個人責任主義に反
しない「指導者」処罰基準を明示するという役割は、「コントロール」理論を採用した ICC に託
されたことが明らかになった。この研究成果は、「共同犯罪実体（JCE）概念の再検討」という
論文にまとめ、『坂元・薬師寺古稀記念論文集』（2020 年）に投稿し、掲載された。 
 次に、2 年目は、まず、極東国際軍事裁判およびニュルンベルグ国際軍事裁判の資料を、国立
国会図書館にて調査し、収集した。これにより、「侵略犯罪」の前身たる「平和に対する罪」の
処罰に関して適切な範囲に限定されたとはいえないのではないかと考えられる 8 判決が見つけ
られた。その 8 判決とは、ニュルンベルグ裁判では、フリック事件判決、フンク事件判決、デー
ニッツ事件判決、ザイス＝インクヮルト事件判決、東京裁判では、白鳥事件判決、廣田事件判決、
星野事件判決、賀屋事件判決である。その問題点につき明らかにしたことも本研究の成果である。 
 
(3)2 年目と最終年度にあたる 3 年目は、私の本務校である神戸学院大学に、ICC の尾崎判事を
はじめとする国際刑事法の研究者を招いて研究会を開き、4 名にご報告いただき、議論を行った。
これにより、以下のような研究成果が得られた。まず、尾崎判事にンタガンダ事件第一審判決に
ついてのご報告をいただき、議論を行った。これにより、第一に、カタンガとングジョロ事件予
審裁判部判決のように、自分では率いておらず、「コントロール」していない方の組織のメンバ
ーにより犯罪結果が生じた場合について間接的共同実行には該当しないこと、および第二に、ロ
キシンの「行為支配論」における「組織支配」という概念には依拠せず、犯罪結果を生じさせた
組織を指導者が「支配」していなくても、指導者が組織を道具として、そのメンバーに、因果の
流れとして犯罪結果を生じさせた場合には、間接的共同実行に該当することが、ンタガンダ事件
第一審判決において示されたことが明らかになった。 
 次に、越智萌氏に「侵略犯罪」のアクティベート決議をめぐる問題点についてご報告いただき、
議論を行った。これにより、2018 年 7 月 17 日以降に生じた「侵略犯罪」については ICC の管
轄権が及ぶものの、「犯罪行為地国、または、犯罪実行者国籍国が ICC 規程締約国であっても改
正決議未受諾国である場合には、ICC は「侵略犯罪」について管轄権を行使しえない」という重



大な管轄権行使制限が存在することが明らかになった。 
 第三に、一橋大学の竹村仁美先生に「ジェノサイド条約適用事件（ガンビア対ミャンマー）に
見る国際法上の犯罪に対する国家と個人の義務の二重性と責任の二重追及の可能性：ジェノサ
イドの訴追・処罰の義務と防止の義務」という論題でご報告していただき、議論して、国家によ
る侵略行為を「指導者」が行わせた場合に、その「指導者」を正犯として処罰すると同時に侵略
行為を行った国家にも責任を問えるのか、国際法上の犯罪に対する国家と個人の責任の二重追
及の可能性を検討した。これにより、ジェノサイド条約適用事件（ガンビア対ミャンマー）から
みて、国際法上のジェノサイド罪に対する国家と個人の義務の二重性と責任の二重追及は極め
て困難であるが、安保理決議の裏付けがあれば可能性が生じることが明らかになった。これを国
家の侵略行為を前提とする「侵略犯罪」についてみると、やはり、その処罰は極めて困難である
が、安保理決議の裏付けがあれば可能性が生じると考えられる。 
最後に、上記のような場合も含めて、ICC による処罰がどこまで積極的に行えるのかを検討

するために、中澤祐香氏に「積極的補完性の再検討」という論題でご報告いただき、議論して、
ICC による処罰がどこまで積極的に行えるのかを検討した。これにより、管轄権を有する国家
が捜査・訴追の能⼒がない場合、積極的補完性による国内手続の支援が重要であることが明らか
になった。これを国家の侵略行為を前提とする「侵略犯罪」についてみると、侵略行為を行った
国自身の捜査・訴追協力は期待できないため、安保理主導で ICC が積極的に捜査・訴追する必
要があると考えられる。 
以上の研究成果は、単著『国際犯罪の指導者処罰―国際刑事裁判所の理論と実践を中心に―』

としてまとめ、2020 年 8 月に脱稿し、2021 年の 7 月には法律文化社から出版する予定である。
これにより、日本政府の ICC の「侵略犯罪」規定に対する信頼を得て、その批准を促すことが
できるように、今後努力する予定である。 
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